
＊1カ月(30日)当たりの金額(1割負担の場合)

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

介護費 ¥24,203 ¥26,526 ¥29,057 ¥31,414 ¥33,737 ¥21,290 ¥23,648 ¥26,074 ¥28,433 ¥30,756 ¥21,290 ¥23,648 ¥26,074 ¥28,433 ¥30,756

①おやつ

②喫茶代

③食費

④滞在費

月額 ¥165,553 ¥167,876 ¥170,407 ¥172,764 ¥175,087 ¥105,550 ¥107,908 ¥110,334 ¥112,693 ¥115,016 ¥95,650 ¥98,008 ¥100,434 ¥102,793 ¥105,116

③食費

④滞在費

月額 ¥88,003 ¥90,326 ¥92,857 ¥95,214 ¥97,537 ¥70,390 ¥72,748 ¥75,174 ¥77,533 ¥79,856 ¥56,890 ¥59,248 ¥61,674 ¥64,033 ¥66,356

③食費

④滞在費

月額 ¥65,503 ¥67,826 ¥70,357 ¥72,714 ¥75,037 ¥50,590 ¥52,948 ¥55,374 ¥57,733 ¥60,056 ¥49,090 ¥51,448 ¥53,874 ¥56,233 ¥58,556

③食費

④滞在費

月額 ¥62,803 ¥65,126 ¥67,657 ¥70,014 ¥72,337 ¥44,890 ¥47,248 ¥49,674 ¥52,033 ¥54,356 ¥35,290 ¥37,648 ¥40,074 ¥42,433 ¥44,756

＊介護費にはサービス提供体制強化加算Ⅱ、看護体制加算Ⅰ・Ⅱ、夜勤職員配置加算、栄養マネジメント加算、口腔衛生管理体制加算、処遇改善加算Ⅰ、特定処遇改善加算Ⅱを含む。

＊上記金額はあくまで目安です。この他、状況に応じて加算料金が発生する場合があります。その場合、処遇改善加算の金額も変更になります。

＊特定入所者介護サービス費(負担の限度額)

第1段階 市民税世帯非課税で老齢福祉年金を受給されている方など

第2段階 市民税世帯非課税で合計所得金額と年金収入額の合計が80万円以下の方など

第3段階 市民税世帯非課税で第1段階・第2段階に該当されない方など

上記に該当する場合でも、世帯を別にしている配偶者が市民税の課税者である場合や、預貯金等の金額が1000万円(ご夫婦の場合は配偶者と合わせて2000万円)を超える場合には、

特定入所者介護サービス費の支給対象となりません。(生活保護を受給されている方は除きます。)

＊上記表中以外の介護保険外利用料についても必要に応じて、実費負担いただきます。

＊介護保険上の計算により実際のお支払時には、1円単位の誤差が生じる場合があります。

＊介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて負担額を変更します。

ユニット型 従来型個室 多床室

¥3,000

¥43,260

¥36,000 ¥26,100

¥19,500

¥39,300

第2段階

¥11,700

¥24,600 ¥12,600 ¥11,100

¥9,600 ¥0第1段階

¥9,000

¥24,600

¥46,350

¥90,000第4段階

¥2,000

第3段階

令和2年12月1日

¥24,600 ¥11,100


